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別紙 16  

 

造林事業請負契約に関する事項 

 

東北 1 大曲・船岡樹木採取区の樹木の採取跡地において、樹木採取権者が運用協定及び実

施契約に基づき、秋田森林管理署長と締結する造林事業請負契約の条件等は、以下のとおり

とする。 

 

１．造林事業請負契約の案 

  造林事業請負契約書及び造林事業請負契約約款は、別添１のとおり。 

  造林事業請負標準仕様書は、別添２のとおり。 

  設計図書は、別添３のとおり。 

 

備考１：造林事業請負契約書、造林事業請負契約約款及び造林事業請負標準仕様書に

ついては、現時点において有効なものを別添としており、実際には、当該契約

の締結時点において林野庁長官が定めるものとして有効なものを適用すること

となります。 

備考２：造林事業請負局仕様書については、現時点において有効なものを別添３とし

て添付しており、実際には、当該契約の締結時点において東北森林管理局長が

定めるものとして有効なものを適用することとなります。 

備考３：設計図書は、別添３の他に契約締結時点において秋田森林管理署長が定める

図面・現場説明書・特記仕様書等を適用します。 

 

２．標準的な作業条件 

予定価格積算の根拠となる作業条件は、別紙 15「樹木採取権運用協定書（案）」別紙 11 の

別添のとおり。 

 

備考１：林野庁長官が定める造林事業請負予定価格積算要領は林野庁ホームページ

（http://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html）に掲載して

います。 

備考２：同種事業の入札実績についての資料の貸与を希望する場合は、Ⅴ－３の定め

るところにより貸与申請を行ってください。 

 

 

 






























































































